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住民票の写し
（世帯全員・個人の写し）

【交付手数料】１５０円　※

【注意事項】

・本人及び同一世帯の方が取得可能

・転出者など、除票になっている方

は取得不可

・住民票コードの記載は不可

印鑑登録証明書

【交付手数料】１５０円　※

【注意事項】

・本人のみ取得可能

・印鑑登録証や登録印鑑の持参は不

要（役場窓口で発行する際は印鑑登

録証が必要になりますのでご注意

ください）

  『国の重点支援地方交付金活用事業』  今だけ 150 円で証明書が取得できます。

(1)本人確認書類（※顔写真付きの場合は１点、顔写真

付きでない場合は２点）を持って役場町民課へ行く

(2)町民課で顔写真を撮影、交付申請書・委任状に必要

事項を記入し申請完了

◎施設入居者や高齢のため役場に来られない方

　役場職員が施設や自宅等に伺い、交付申請の補助を

行う“出張申請”を実施しています。

◎平日の役場開庁時に来られない方

　マイナンバーカードの申請や受取りのため月に

１度、日曜日に窓口を開設しています。

※個人番号カード交付申請書もしくは個人

番号通知書をお持ちの方

(1)スマホで顔写真を撮影

(2)スマホで個人番号通知書の交付申請用

QRコードを読み取る

(3)表示された申請用WEBサイトでメールア

ドレス等を登録

(4)メールアドレスに申請者専用WEBサイト

のURLが届いたら、顔写真を登録、必要事

項を入力して申請完了

スマートフォンでマイナンバーカードを申請 役場の窓口でマイナンバーカードを申請

【お問い合わせ先】町民課住民係　☎ 42‐１０６７

マイナンバーカードをお持ちでない方はこちら

３月 16 日スタート

コンビニ交付サービスとは
　マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニエ

ンスストアや一部のスーパーなどに設置されたマルチ

コピー機（キオスク端末）で住民票の写しや印鑑登録

証明書を取得できるサービスです。

　役場が閉庁している時間帯や土日祝日でも利用可能

です。

　マルチコピー機の案内画面からタッチパネル操作に

より申請から交付までを自分で行うことができるため、

窓口で待ち時間がありません。

※交付手数料については通常３００円ですが、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民の

皆さんを支援するため、国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用し、令和９年３月 31 日ま

での間、手数料の減額を行っています。役場窓口で証明書を発行する場合は、通常の手数料（３００円）をい

ただきますのでご注意ください。

　・マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォン

　・利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４桁）

マルチコピー機（キオスク端末）のタッチパネル画面で『行政サービス』を選択

マイナンバーカードをコピー機の所定の位置にセットし、暗証番号（数字４桁）を入力

取得したい証明書を選択し、発行部数を入力

手数料を投入して『印刷開始』を選択

証明書が発行される（同時に領収書も発行されます）

※暗証番号を３回間違えるとマイナンバーカードにロックがかかり使用できない状態になります。ロックの

　解除や暗証番号の再設定は町民課住民係で行ってください。

※マイナンバーカードや証明書の取り忘れには十分ご注意ください。

　・15 歳未満の方はご利用できません。

　・取得した証明書については、返金や交換はできません。

　・住民票や印鑑登録証明書の発行制限などの申請をされている場合、コンビニ交付サービスによる証明書の取

得はできません。

　・マイナンバーカードの交付直後や転入などの住民異動届出を行った直後などは、新しい情報がシステムに反

映されるまでの数日間、コンビニ交付サービスが利用できない場合があります。

　・電子証明書の更新（カード発行から５回目の生年月日が期限）をしていない方は、コンビニ交付サービスの

利用ができません。カード発行から５回目の生年月日の３か月前から町民課住民係にて更新の手続きが可能

です。
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利用できる店舗
マルチコピー機（キオスク端末）が設置してある全国のコンビニエンスストアなど

利用できる時間
午前６時 30 分から午後 11 時まで　※年末年始やシステムメンテナンス日は除く

取得できる証明書

コンビニ交付に必要なもの

証明書取得の手順

利用時の注意事項

コンビニで証明書交付コンビニで証明書交付

※ 申請から受け取りまでは、約１か月かかります。

マルチコピー機の操作方法
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取 組 01
　コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会という協議の場を設置した学校のことを

いいます。『たかはる学園』は、学校だけでなく、家庭や地域での９年間の学びも一緒に

考えながら子どもたちを育てる『地域とともにある学校』を目指します。そのため、保護

者や地域の皆さんと協議する場として、令和８年４月学校運営協議会を設置します。

　学校運営協議会は、教育委員会から委嘱された委員の方々が集まり、学校の運営や必要なサポートについて

協議する場です。この仕組みは、学校と保護者、地域の皆さんが一緒になって、学校の目標や将来の方向を共有し、

子どもたちの健やかな成長や学校のより良い運営を目指して取り組むことを目的としています。現在、高原町

教育委員会では、この学校運営協議会を設置するための規則を定め、準備を進めています。

出典：これからの学校と地域　コミュニティ・スクールと地域学校協働活動（令和２年３月）

　令和８年４月の小中一貫校『たかはる学園』の開校に合わせて、学校と家

庭、そして地域の皆さんが力を合わせて子どもたちの教育・地域づくりに携

るため、高原町では次の２つのことに取り組みます。

　令和８年４月の小中一貫校『たかはる学園』の開校に合わせて、学校と家

庭、そして地域の皆さんが力を合わせて子どもたちの教育・地域づくりに携

るため、高原町では次の２つのことに取り組みます。

たかはる学園は『コミュニティ・スクール』になります！

取 組 02
コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を

　　　　　　　　　　　　　　　一体的に推進します！

　地域学校協働活動とは、地域の皆さんと学校が力を合わせて、子どもたちの学びや成長

を応援する取り組みです。地域全体で子どもたちを見守りながら、『学校を核とした地域

づくり』を目指しています。高原町では、学校と地域がより連携を深めることができるよ

う、学校運営や地域づくりに役立つ活動を、皆さんと一緒に広げていきます。

学校運営協議会の委員とはどのような方々が選出されるのでしょうか？

　高原町学校運営協議会規則では、（1）対象学校の校区内の地域住民（2）対象学校に在籍する児童又は

生徒の保護者（3）学校の運営や地域学校協働に資する活動を行う者（4）学識経験者（5）その他教育委

員会が適当と認める者の中から、バランスの取れた構成を目指し、多様な属性を考慮して、校長が推薦し、

教育委員会が委嘱することになっています。

学校運営協議会の委員は、 具体的に何をするのですか？

　学校運営協議会の委員は、学校の基本的な方針を確認したり、学校運営について意見を伝えたり、運

営の状況を一緒に話し合って評価する活動を行います。

　また、地域の皆さんに学校の取り組みをわかりやすくお知らせし、理解や協力を広げることも大切な

役割です。学校支援ボランティアとのつながりや、委員同士で地域の力を活かす工夫も進めていきます。

これまでの学校評議員制度はどうなるのでしょうか？

　これまでの学校評議員制度では、校長が必要に応じて、保護者や地域の皆さんから学校運営に関する

意見を伺う役割を担ってきました。今後は、子どもたちの成長と地域の未来のために、学校・家庭・地

域が力を合わせて取り組めるよう、この制度を『学校運営協議会』へと発展させます。そのため、たか

はる学園の開校に合わせて、学校評議員制度は終了し、新しい仕組みへと移行します。

地域学校協働活動とは、 具体的にどのような活動ですか？

　具体的には、学校と幅広い地域住民等が連携・協働する次のような活動です。

●学びによるまちづくり・地域課題解決型学習・郷土学習への支援

●地域住民の参画・協力において実施する交流会、体験会、学習会の支援

●家庭教育、地域の行事、イベント、お祭り、ボランティア活動等への参画

参考：学校と地域でつくる学びの未来　ガイドブック・手引き等のサイトから
https://manabi-mirai.mext.go.jp/document/siryou/index.html
コミュニティ・スクールのつくり方（学校運営協議会設置の手引き）（令和元年度　改訂版）

学校運営協議会や地域学校協働活動について

【お問い合せ先】高原町教育委員会　教育総務課　42-１４８４

よくある質問
よくある質問

説明

説明

協議の結果に関す
る情報提供の努力
義務
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　学校運営協議会の委員は、学校の基本的な方針を確認したり、学校運営について意見を伝えたり、運

営の状況を一緒に話し合って評価する活動を行います。
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学校運営協議会や地域学校協働活動について

【お問い合せ先】高原町教育委員会　教育総務課　42-１４８４

よくある質問
よくある質問

説明

説明

協議の結果に関す
る情報提供の努力
義務
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まちのわだい

国際

　１月26日、台湾新竹県北埔郷の郷長（首長）らが来

町されました。

　北埔郷は福岡県の豊前市と国際交流連携協定を締結

し、観光誘客に取り組んでいます。今回は人口規模が

同程度である本町との連携の可能性を探るため視察に

訪れ、観光振興や地域資源の活用、情報発信の取り組

みなどについて意見交換を行いました。相互理解を深

め、将来的な観光や文化分野での連携につながる国際

交流の発展が期待されます。

国際交流の可能性を探る

小さ

土地土地改良区合併へ第一歩

　１月27日、ほほえみ館中研修室にて、農家の減少や

高齢化等を踏まえ組織運営の効率化と財政基盤の強化

を図る目的で、町内７つの土地改良区の合併予備調印

式が行われました。当日は、高原町長立ち会いのもと、

関係者が出席し、調印がなされました。

　今後、各土地改良区間の調整を図りながら令和９年

２月の合併に向け取り組んでいきます。管理体制の強

化や事務の効率化、技術や知見の共有が進み安定した

土地改良事業の推進に繋がるものと期待されます。

九州九州地区スポーツ推進委員功労者表彰

　１月17日から18日にかけて沖縄県にて開催された

『第68回九州地区スポーツ推進委員研究大会沖縄大会』

で高原町スポーツ推進委員連絡協議会の瀬戸口美智子

会長が功労者表彰を受賞されました。

　この表彰は、スポーツ推進委員として長年にわたり

地域の生涯スポーツ振興に貢献された功績が認められ

たものです。瀬戸口会長は、平成17年にスポーツ指導

員に就任され、令和７年４月からは本協議会の会長と

して、町全体の生涯スポーツ振興に尽力されています。

噴火噴火の記憶を風化させないために

　１月26日、ほほえみ館神武ホールにて霧島ジオパー

ク講演会が開催されました。高原町では毎年１月26日

を『新燃岳を考える日』としており、これまでもこの

日に合わせた講演会等を開催してきました。

　今回は鹿児島大学の井村隆介准教授を講師に招き、

『２０２５年　新燃岳噴火から学ぶこと』をテーマに、

７年ぶりに噴火した新燃岳の振返りや新燃岳の噴火頻

度の高さ、自助と共助の考え方などについて講演をい

ただきました。

五感五感で感じる森育ツアー

　２月14日、高原森育推進会『キロクタケハチ』が
御池キャンプ村から霧島山の火口湖『小池』を目指す
『御池野鳥の森散策ツアー』を実施しました。
　当日は、町内外から20名の参加があり、YAMAP認
定ガイド・矢島映さん案内のもと、野鳥の森や自然に
ついての魅力あふれる解説に耳を傾けました。
　ツアーの中では、目を閉じて野鳥の声に聞き入る場
面もあり、参加者は普段の生活とは異なる時間の中で、
自然の豊かさを肌で感じているようでした。

『森の『森の国・木の街』づくり宣言

　2月19日、宮崎県森林組合連合会高原林産物流セン
ターにて『森の国・木の街』づくり合同宣言式が執り
行われました。この宣言は、建築物の木造化や木材利
用の効果の “見える化” を通じて、森林資源の循環利
用を進め、地球温暖化の防止や地域の活性化を目指す
ものです。
　宣言には、高原町と町内の各種団体や企業の10団
体が参画しました。代表で丸山町長が宣言書に署名し
合同宣言が行われました。

県内県内初！砂防ダムのインフラカード

　２月４日、地域活性化の一環で国土交通省九州地方

整備局が発行する『九州インフラカード』の配布が始

まりました。このカードは、橋梁や港などのインフラ

施設に関する情報がまとめられています。カードのデ

ザインは、新燃岳噴火をきっかけに整備された高原町

蒲牟田地区の砂防ダムです。

　砂防ダムがデザインされたカードの発行は宮崎県内

初。配布は１人１枚で、皇子原公園管理事務所で無料

配布されています。

Town　Topics

世界世界に向けて『高原の神舞』を発信

　２月９日から13日にかけて、福岡市博物館にて、
福岡市を中心に世界観光ガイド連盟（WFTGA）第21
回総会が行われ、11日に行われた交流会において、
祓川神楽を披露しました。
　これまでの総会は海外で行われていましたが、今
回初めて日本国内での開催となりました。この総会
において、ユネスコ無形文化遺産の候補である神楽
を宣伝するため、宮崎県から要請を受け、祓川神楽
保存会が舞を披露しました。
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ほほえみ館通信
　健康に関するわだいをお届けします　『自分の健康は自分で守りましょう』

【お問い合わせ先】 　　健康課健康推進係　☎42－４８２０

３月は『自殺対策強化月間』です！３月は『自殺対策強化月間』です！
　３月は、卒業や就職、転勤、引っ越し等で人間関係や生活環境が大きく変化し、ストレスや孤独感を感じやすい

時期といわれています。この時期は、１年の中で自殺者数が最も多い傾向にあるため、自殺対策基本法において、『自

殺対策強化月間』と定められており、国や県、市町村、関係機関が連携し、さまざまな啓発活動などが行われます。

現状を知っていますか？

　国の人口動態統計によると、宮崎県の自殺死亡率は、令和５年はワースト２位、令和６年はワースト 11 位で、

とても高い状況が続いています。また、高原町の自殺死亡率は、コロナ禍で増加傾向にありましたが、令和４年をピー

クに減少しており、令和６年は国や県よりも低くなっています。

1人で抱え込まずにだれかに相談を！

　悩みや不安があっても「誰かを頼るのが恥ずかしい」「相談するほどのことではないと思う」「時が解決してくれ

るはず」など、様々なことを考えて誰にも話せずにひとりで抱え込んでいませんか？その苦しい、つらい思いが大

きくなる前にだれかに話すことで気持ちが軽くなるかもしれません。その相手は、知り合いの方でも、かかりつけ

医でも、あなたが話しやすい人で構いません。ぜひ、打ち明けてみてください。

　また、家族や友人のこころの悩みに気づいたときや、相談を受けて必要と思ったときには、相談機関を紹介し、

専門家への相談を勧めてみてください。

　電話で話せる相談の場があります。まずは相談してみませんか？

相談機関 電話番号 開設時間

 こころの電話  ０９８５-32-５５６６  月曜日から金曜日まで（９：00～19：00）

 宮崎自殺防止センター  ０９８５-77-９０９０  日・月・水・金曜日（20：00～23：00）

 宮崎いのちの電話
 ０５７０-７８３-５５６
 ０９８５-89-４３４３

 月・水・金曜日（21：00～４：00）
 日・火・木・土曜日（18：00～４：00）

※自殺死亡率は、人口 10 万人当たりの自殺者数である

笑い笑いあふれるベブがハホ

　２月18日、狭野神社で五穀豊穣を祈念する苗代田
祭（ベブがハホ）が執り行われました。
　当日は多くの来場者でにぎわい、時事話題を盛り込
んだユーモアあふれる西諸弁の掛け合いや、木製のベ
ブ（牛）を引く様子、大きなお腹をしたハホ（主婦）
の姿に、会場は笑いと拍手に包まれました。本祭でも
担い手不足や高齢化が課題となる中、田人役を地域の
子どもたちが務め、郷土の伝統が次世代へと受け継が
れました。

　２月11日、狭野神社の参道で、国の天然記念物に指

定されている『狭野のスギ並木』を走り、競走する『奥

霧島温泉郷プレゼンツ！福男・福女決定戦』が実施さ

れました。これは、建国記念の日に、神武天皇を祀る

狭野神社に、世代を越えて多くの方に来ていただきた

いと観光協会が実施したものです。当日は、約200名

の参加者が、小学生から一般の部の男女８部門に分か

れ、今年の福男・福女を目指して約300ｍのコースを勢

いよく駆け抜けました。

◎一般男子の部
１番福　児玉　安昭　さん
２番福　深松　奏太　さん
３番福　別府　獅王　さん
◎一般女子の部
１番福　西村　英眞　さん
２番福　山中　唯華　さん
３番福　長谷川　初美　さん

◎小学生（４～６年生）男子の部
１番福　四元　健二朗　さん
２番福　米満　奏太　さん
３番福　濱崎　悠和　さん
◎小学生（４～６年生）女子の部
１番福　愛甲　亜美　さん
２番福　池田　李咲　さん
３番福　長谷川　葵　さん

◎小学生（１～３年生）男子の部
１番福　島田　絢人　さん

２番福　今別府　柊真　さん

３番福　松元　紳　さん

◎小学生（１～３年生）女子の部
１番福　小野　咲舞　さん

２番福　立山　琴音　さん

３番福　四元　こと葉　さん

▲参加者へのココアのふるまい ▲高原町畜産振興会による宮崎牛などのふるまい

◎中学生男子の部
１番福　脇田　蒼真　さん
２番福　栗屋　壮志　さん
３番福　曽山　瞬　さん
◎中学生女子の部
１番福　肥後　来美　さん
２番福　山中　綾夏　さん
３番福　中薗　かえで　さん

Town　Topics

狭野狭野神社の参道を駆け抜けろ！
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　九州移住ドラフト会議のメンバーによる『昼の部カフェ』

『夜の部１Dayスナック』が開催されました。今回は、今年度入

団した『Re：奥霧島神隠シーズ』の選手４人と昨年度入団メン

バーが参加しました。

　全国各地から集まった多彩なメンバーが、高原町とのご縁
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防災関連連載　　Vol.73

「高原町メールサービス」では、防災関連情報をメール配信しています。    

下記の URL に空メールを送るか、右記の QR コードを読み取る事で、登録することができます。

町民の皆さんの登録をお願いします。

URL:t-takaharu@sg-p.jp( 空メールをお送りください。）

　乾燥の季節に備える 

　

　

　今回は林野火災注意報及び林野火災警報につい

てお知らせします。

　令和７年２月26日に岩手県大船渡市で発生した

大規模な林野火災を受け、消防庁と林野庁は消防防

災対策のあり方を検討しました。

　その結果、注意報や警報の的確な発令により予防

の実効性を高める必要があるとされ、火災予防条例

を一部改正。市町村長は、林野火災の予防上注意を

要するときや、山林・原野等で火災発生の恐れが高

いときに注意報・警報を発令できることとなりま

した。

　西諸地区では令和８年２月17日から各市町で『林

野火災注意報』・『林野火災警報』発令の運用を開始

しました。

　発令時は町の防災メールや公式LINEでお知らせ

し、西諸広域消防本部からは宮崎県防災・防犯メー

ルで配信されます。

　対象期間は１月から５月までです。

　少雨が続き乾燥注意報が発表されている場合な

どに『林野火災注意報』を発令し、さらに強風注意報

が発表された場合は『林野火災警報』を発令します。

【林野火災注意報が発表されたら】

　火の取扱いには十分に注意するとともに、可能で

あれば屋外での火の使用は控える。また、風などが

強い場合には屋外で火を使用しないなど、周囲にも

十分配慮を行って火災が起きないようにする。

【林野火災警報が発表されたら】

・山林、原野等において火入れをしない。

・屋外においてたき火をしない。

・残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始

末する。

　など、屋外での火の取扱いは行わないようにし

てください。

※林野火災警報は『火の使用制限』に違反したもの             

に対して30万円以下の罰金または拘留に処するこ

とが消防法で定められています。

◎林野火災はひとたび発生すると、貴重な森林資源

を大量に焼失するばかりでなく、状況によっては家

屋等に被害が及んだり、市町村境・都道府県境を越

えて拡大することもあります。また、急峻な山地等

に燃え移っていくと、消防車両の進入が困難となり

水利も乏しくなることから、放水が思うように行え

ず、鎮火までに時間を要することとなります。

第５弾　歩いてもらおう！

～国民健康保険の手続きのお願い～～国民健康保険の手続きのお願い～

お問い合わせ先

　　　町民課　保険係　☎42-１０６７

　

　

　　

　３月・４月は、就職及び進学等を機に新生活を

始める方が多いと思います。新生活を始めるに当

たり、高原町国民健康保険の加入者で次に該当さ

れる場合は各種手続きが必要です。 

①町外に住所を移される場合

　住所を移した場合は、転出先の市区町村の国民

健康保険へ加入となるため、転出手続きを済まさ

れましたら、保険係で高原町国民健康保険の資格

喪失手続きと『資格情報のお知らせ』または『資

格確認書』の返却が必要です。

②就職先で社会保険等の資格を取得された場合

　社会保険等の資格を取得されたら、保険係で高

原町国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。

その際は、社会保険適用開始日がわかるもの、印

鑑をご持参のうえお手続きください。

③進学のため町外に転出する場合

　大学や専門学校などへ進学のために町外へ住所

を移した場合でも、在学期間中は高原町国民健康

保険に引き続き加入できる制度があります。

　この制度を利用する場合は、次の書類をご準備

のうえ、お早目に保険係の窓口で申請をお願いし

ます。

・令和８年度の在学証明書（原本）

・転出予定者の『資格情報のお知らせ』または『資    

 格確認書』

・転出先の住民票の写し

※現在この制度をご利用中の方で、令和８年４月

以降も引き続き利用される場合は、保険係に上記

書類を添えて更新手続きの申請をお願いします。
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ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
、カ
ー
ド

本
体
の
有
効
期
限（
発
行
日
か
ら
10
回
目

の
誕
生
日
ま
で（
未
成
年
者
は
５
回
目
））

と
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
た
電
子
証
明
書

の
有
効
期
限（
年
齢
問
わ
ず
発
行
日
か
ら

５
回
目
の
誕
生
日
ま
で
）と
２
種
類
あ
り

ま
す
。い
ず
れ
も
有
効
期
限
を
迎
え
る
方

に
対
し
、有
効
期
限
の
２
〜
３
か
月
前
を

目
途
に
有
効
期
限
通
知
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

　
更
新
に
か
か
る
手
数
料
は
、無
料
で
す
。

有
効
期
限
前
に
更
新
の
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
高
原
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
住
民
係

　
☎
42‐

１
０
６
７

は
ち
み
つ
安
定
生
産
の
た
め

　
　
　
　
農
薬
の
安
全
使
用
を

　
国
内
で
は
、農
薬
等
の
使
用
に
伴
っ
て

発
生
し
た
疑
い
の
あ
る
ミ
ツ
バ
チ
の
被

害
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。次
の
点

に
注
意
し
て
、ミ
ツ
バ
チ
へ
の
被
害
軽
減

対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇
農
薬
散
布
時
の
注
意
点

・
農
薬
ラ
ベ
ル
を
確
認
し
ミ
ツ
バ
チ
に

影
響
が
あ
る
農
薬
を
使
用
す
る
際
は

特
に
注
意
す
る
。

・
散
布
ほ
場
周
辺
で
ミ
ツ
バ
チ
が
飼
育

さ
れ
て
い
な
い
か
確
認
す
る
。

・
ミ
ツ
バ
チ
の
活
動
が
盛
ん
な
時
間
帯

（
午
前
８
時
〜
正
午
）を
避
け
て
、で
き

る
だ
け
早
朝
ま
た
は
夕
刻
に
散
布
す

る
。

〇
巣
箱
設
置
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点

・
自
分
の
巣
箱
の
位
置
情
報
を
事
前
に

知
ら
せ
る（『
蜜
蜂
飼
育
届
』を
西
諸
県

農
林
振
興
局
に
提
出
）。

・
農
薬
散
布
計
画
の
積
極
的
な
情
報
入

手
に
努
め
る
。

・
被
害
が
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、速
や
か

に
西
諸
県
農
林
振
興
局
担
当
者
に
情

報
提
供
す
る
。

◎
お
問
い
合
わ
せ
先

　
宮
崎
県
西
諸
県
農
林
振
興
局
　
農
畜
産
課

　
☎
23‐

３
１
６
６

※送付用封筒のイメージ（水色の封筒）

デジタル庁ＨＰマイナポータル

お
知
ら
せ

まちの掲示板
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◎
お
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
係

　
☎
42‐

２
１
１
５

吉
都
線
の

　
　
　
ダ
イ
ヤ
変
更
に
つ
い
て

　
３
月
14
日
か
ら
吉
都
線
の
ダ
イ
ヤ
が

変
更
さ
れ
ま
す
。主
な
変
更
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。ま
た
、変
更
に
伴
う
高
原

駅
及
び
広
原
駅
の
時
刻
表
を
掲
載
し
ま

す
。

○
夕
方
に
、都
城
発
吉
松
行
き
を
１
本
減

便
す
る
と
と
も
に
、時
刻
を
変
更
。

○
都
城
駅
21
時
57
分
発
吉
松
行
き
を
21

時
50
分
発
に
変
更
の
う
え
毎
日
運
転
へ

変
更
。

た
か
は
る
暮
ら
し
応
援

　
　
商
品
券
の
配
布
に
つ
い
て

　　
物
価
高
騰
に
直
面
す
る
町
民
の
生
活

支
援
の
た
め
、国
の
物
価
高
騰
対
応
重
点

支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し

て
、町
民
１
人
あ
た
り
１
万
円
分
の
商
品

券
を
配
布
し
ま
す
。

○
配
布
方
法

　
各
世
帯
の
世
帯
主
様
宛
に
、世
帯
員
分

を
ま
と
め
て
ゆ
う
パ
ッ
ク
で
お
送
り
し

ま
す
。

○
配
布
時
期

　
令
和
８
年
４
月
か
ら
配
送
を
開
始
し

ま
す
。す
べ
て
の
世
帯
に
配
送
さ
れ
る
ま

で
１
か
月
程
度
か
か
る
見
込
み
で
す
。

○
配
布
対
象
者

　
令
和
８
年
１
月
１
日
時
点
で
高
原
町

に
住
民
登
録
が
あ
る
方
。

◎
お
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
政
策
係

　
☎
42‐

２
１
１
５

Town　Information

6 17 6 17 6 17 6 17

7 13 7 13 7 45 7 43

8 40 8 38 8 8

9 9 9 12 9 12

～ ～ ～ ～

13 45 13 49 13 13

14 14 14 11 14 11

15 15 15 15

16 21 16 49 16 48 16 49

17 17 17 17

18 19 18 38 18 18 18 38

19 14 19 19 13 19 39

20 35 20 39 20 57 20 38

21 21 21 21

22 34※平日のみ 22 27※毎日 22 22

高原駅　　吉都線下り（吉松小林方面）

現行
改正

（３月14日以降）

高原駅　　吉都線上り（都城方面）

現行
改正

（３月14日以降）

6 22 6 22 6 10 6 10

7 18 7 18 7 38 7 37

8 45 8 43 8 8

9 9 9 06 9 06

～ ～ ～ ～

13 50 13 54 13 13

14 14 14 05 14 05

15 15 15 15

16 26 16 55 16 41 16 43

17 17 17 17

18 24 18 43 18 08 18 24

19 19 19 19 07 19 33

20 40 20 44 20 51 20 32

21 21 21 21

22 39※平日のみ 22 32※毎日 22 22

広原駅　　吉都線下り（吉松小林方面） 広原駅　　吉都線上り（都城方面）

現行
改正

（３月14日以降）
現行

改正
（３月14日以降）

13  R8.3.1　No.779



最
終
頁
の
裁
ち
落
と
し
注
意

３
㎜
ず
ら
さ
な
い

現住人口調査

令和８年２月１日現在

人口の動き

町の現住人口 前月比 前年同月比

総人口

男

女

世帯数

(人 )

( 人 )

( 人 )

(世帯 )

7,708

3,662

4,046

3,551

-８ -166

１ -57

-109

-４ -45

転入 15

転出 12 死亡 15

出生 ４

-９

●お問い合わせ先

警察安全相談　☎＃９１１０　小林警察署　☎23‐０１１０

１月の交通事故発生状況

１月の出動状況

１１０番
　　　だより

１１９番
　　　だより

物損　　13

人身　　０ 年計　　０

年計    13

　「サギかも？」と思ったら、警察安全相談又は最寄

りの警察署にご連絡ください。

●中央公民館図書室

　開室時間　平日　８：30 ～ 17：00　土日　10：00 ～ 16：00

　３月の閉室日　20日(金・春分の日)

　※急遽、休みになる場合がございます。ご了承ください。

●お問い合わせ先　

　教育総務課社会教育係

　☎42-１４８４

まだ見ぬ一冊に

　 出会う旅

オススメ新着本　　

「ゾンビランドサガ」奇跡の軌跡　

(大野茂、ワニブックス )

　１月中、高原町で２件

の火災がありました。

　火の取り扱いには十分注意しましょう。

火災　　２

救急　　42 年計　  42

年計　　２

　志半ばで亡くなった少女達が謎

のプロデューサーに導かれゾンビ

としてよみがえり、ご当地アイド

ルとなって佐賀を救う、という奇

想天外なストーリーで2018年10月

に放映された『ゾンビランドサ

ガ』。ゾンビというハンデを負いながらもひたむきに生

きる少女達に多くの人が感銘を受け、2021年には第２

期、2025年には全国で映画上映され、ご当地アニメの代

表格として国内外で評価されているだけでなく、佐賀

県庁をはじめとする行政や民間企業、地域を巻き込ん

で様々なイベントが企画され、今や佐賀の顔として認

知されています。

　本書では、本作の企画段階からどのように佐賀県を

巻き込んで作られたのかを、関わった多くの人のイン

タビューに基づき書かれており、本作のことだけでな

く、アニメが多くの人の手によりどのようにして作ら

れているのかを知ることができます。

お知らせ

　中央公民館の図書は、みんなが読む本ですので、折れや破れ

がないよう大切に扱ってください。また、返却時に雨に濡れる

等の汚損や折り曲げや破れ等の破損があった場合は、弁償し

ていただくことになります。

SNSで知り合った相手と
共同投資の話

SNSを使った専門家からの
儲け話

SNSで警察から指示された
送金

暗号資産で現金
を増やす方法を
教えます。

まずはこのアカ
ウントを登録し
てください。

https://・・・

SNSですすめられた暗号資産
の投資

寄付 社会福祉協議会へ１月受付分

☆ありがとうございました。

役場 分館 高原小学校

高原
病院

町体
育館

図書室
★

香典返し（敬称略）

【遺族】　　　　【続柄】　　【故人】　　　【地区名】

松山　次郎　　  妻　　  トシ子　     並木区

横田　美智　　　夫    　  修　　 　  並木区

温水　昌彦      母      チヨノ     下後川内区

有水　耕治　　　母　　　 芳子　　    花堂区

篠原　義子　　　母　　 佐夛ミネ　   南狭野区

それ詐欺かも！
その送金、本当に大丈夫？

“そのお金戻ってこない”かもしれません

14広報たかはる



日 曜 内　　容 場　　所 時　間 担当課

8 日
高原町文化連盟
第32回芸能まつり 神武ホール 12:30開場

13:00開演 教育総務課

9 月 古紙リサイクルの日
もやせるごみ
収集地区の
各ごみ集積所

8:30まで 町民課

10 火

古紙リサイクルの日
もやせるごみ
収集地区の
各ごみ集積所

8:30まで 町民課

母子健康手帳交付 ほほえみ館 9:30 ～ 11:30 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

11 水
廃プラリサイクルの日 各ごみ収集所 8:30まで 町民課

乳幼児もぐもぐ大好き
教室

ほほえみ館
和室 10:00 ～ 11:30 健康課

12 木

古紙リサイクルの日
もやせるごみ
収集地区の
各ごみ集積所

8:30まで 町民課

教育委員会定例会 中央公民館 13:30 ～ 教育総務課

健幸運動教室（ヨガ） ほほえみ館 10:00 ～ 11:00 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

フードドライブ 役場
正面玄関前 10:00 ～ 12:00 健康課

13 金 古紙リサイクルの日
もやせるごみ
収集地区の
各ごみ集積所

8:30まで 町民課

14 土 トレーニングコース ほほえみ館 13:00 ～ 18:00 健康課

15 日
リサイクル・有害・その他
のごみの日

各リサイクル
集積所 7:30 ～ 9:00 町民課

16 月

17 火

健幸運動教室（体操） ほほえみ館 10:00 ～ 11:00 健康課

1歳6ヶ月児健診 ほほえみ館
和室

13:00 ～ 13:30
受付 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

18 水 廃プラリサイクルの日 各ごみ収集所 8:30まで 町民課

19 木
健幸運動教室（ヨガ） ほほえみ館 10:00 ～ 11:00 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

20 金 ● 春分の日

21 土 トレーニングコース ほほえみ館 13:00 ～ 18:00 健康課

22 日

23 月

日 曜 内　　容 場　　所 時　間 担当課

24 火

母子健康手帳交付 ほほえみ館 9:30 ～ 11:30 健康課

セルフマッサージ講座
（セルフ指圧とタイマッ
サージ）【要予約】

ほほえみ館 10:00 ～ 11:00 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

25 水 廃プラリサイクルの日 各ごみ収集所 8:30まで 町民課

26 木
健幸運動教室（ヨガ） ほほえみ館 10:00 ～ 11:00 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

27 金

28 土 トレーニングコース ほほえみ館 13:00 ～ 18:00 健康課

29 日

30 月

31 火
健幸運動教室（体操） ほほえみ館 10:00 ～ 11:00 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

4 月のカレンダー

1 水 もやせないごみの日 各ごみ集積所 8:30まで 町民課

2 木
健幸運動教室（ヨガ） ほほえみ館 10:00 ～ 11:00 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

3 金

4 土 トレーニングコース ほほえみ館 13:00 ～ 18:00 健康課

5 日
美化センター
臨時稼働日

霧島美化
センター 8:30 ～ 12:00 町民課

6 月

7 火
健幸運動教室（体操） ほほえみ館 10:00 ～ 11:00 健康課

トレーニングコース ほほえみ館 18:00 ～ 21:00 健康課

今月は、 国民健康保険税（９期）、

介護保険料（10期） の納期です。

　

２
月
11
日
、
建
国
記
念
の
日
に

開
催
さ
れ
た
『
福
男
福
女
決
定

戦
』。

　

勢
い
よ
く
駆
け
出
す
参
加
者
を

前
に
、
私
は
カ
メ
ラ
片
手
に
『
福

の
瞬
間
』
を
狙
っ
て
お
り
ま
し
た
。

転
ば
な
い
で
…
で
も
最
高
の
一
枚

を
…
と
、
勝
手
な
葛
藤
を
抱
え
な

が
ら
の
連
写
。
走
っ
て
は
い
ま
せ

ん
が
、
腕
だ
け
は
本
気
で
勝
負
し

て
い
た
よ
う
で
す
。（
・
・
・
笑
）

　

さ
て
、
会
場
で
は
コ
コ
ア
の
ふ

る
ま
い
に
加
え
、
宮
崎
牛
や
牛
乳

の
ふ
る
ま
い
も
あ
り
、
こ
ち
ら
も

大
盛
況
。
特
に
宮
崎
牛
。

　

「
こ
れ
は
取
材
の
一
環
で
す
」

と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
い

た
だ
い
た
の
で
す
が
…
…
お
い
し

い
。
と
に
か
く
お
い
し
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
に
完
全

に
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
。

　

走
っ
て
福
を
つ
か
ん
だ
人
も
、

味
わ
っ
て
福
を
か
み
し
め
た
人

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
縁
起
の
よ
い
一

日
。
来
年
も
カ
メ
ラ
片
手
に
、
福

の
瞬
間
を
追
い
か
け
た
い
と
思
い

ま
す
。

 

Yu
太
郎

カ
ラ
ー
版
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
←

編
集
後
記

高原町ホームページ
ＱＲコード

3 月のカレンダー

15  R8.3.1　No.779



最
終
頁
の
裁
ち
落
と
し
注
意

３
㎜
ず
ら
さ
な
い

令
和
８
年
３
月
１
日
　
№
７
７
９

■
〒
88
9-449

2宮
崎
県
西
諸
県
郡
高
原
町
大
字
西
麓
899番

地
■
発
行
：
高
原
町
 ■

編
集
：
産
業
創
生
課

 https://w
w

w
.tow

n.takaharu.lg.jp
■
Ｔ
Ｅ
Ｌ
0984-

42-
2128

 https://w
w

w
.tow

n.takaharu.lg.jp
 https://w

w
w

.tow
n.takaharu.lg.jp

 https://w
w

w
.tow

n.takaharu.lg.jp
■
Ｔ
Ｅ
Ｌ
0984-

42-
2128

■
Ｔ
Ｅ
Ｌ
0984-

42-
2128

■
Ｔ
Ｅ
Ｌ
0984-

42-
2128

広
報

　たかはる活性化連合会が、皇子原公園周辺で植栽活動を行っています。年間を通して景観づくりに取り

組んでおり、これまでヒガンバナ、シャクナゲなど四季折々の花々を植え、公園に彩りを添えてきました。

　同会は、「花で町を元気にしたい」という思いに賛同したメンバーで構成されています。

　今回活動の舞台となったのは、皇子原公園下の駐車場に石垣のように積まれた場所。一見するとただの

岩の山ですが、その形は『二子石』や『高千穂峰』を思わせる姿にも見えます。しかし、長らく手入れが行き届

かず、草が生い茂り、その姿は隠れていました。「せっかくの形を生かし、公園の出入口をきれいに整えたい。

皇子原公園にたくさんの人が集まってもらえたらうれしい」と会員の皆さんは語ります。

　公園の“玄関口”がどのように生まれ変わるのか、今後の活動に更に期待が高まります。

　たかはる活性化連合会が、皇子原公園周辺で植栽活動を行っています。年間を通して景観づくりに取り

組んでおり、これまでヒガンバナ、シャクナゲなど四季折々の花々を植え、公園に彩りを添えてきました。

　同会は、「花で町を元気にしたい」という思いに賛同したメンバーで構成されています。

　今回活動の舞台となったのは、皇子原公園下の駐車場に石垣のように積まれた場所。一見するとただの

岩の山ですが、その形は『二子石』や『高千穂峰』を思わせる姿にも見えます。しかし、長らく手入れが行き届

かず、草が生い茂り、その姿は隠れていました。「せっかくの形を生かし、公園の出入口をきれいに整えたい。

皇子原公園にたくさんの人が集まってもらえたらうれしい」と会員の皆さんは語ります。

　公園の“玄関口”がどのように生まれ変わるのか、今後の活動に更に期待が高まります。

　花で高原を明るく元気に！

◆第63回県南地区小・中・高校新人剣道大会（令和８年２月１日）

　【５・６年個人戦】　

　　優勝　長﨑　
いつき

一輝　　高原小６年

　　２位　中村　
こうき

光希　　高原小６年

　【高学年団体戦】　

　　３位　山口　
かいり

海莉　　高原小６年

　　　　　前濱　
このむ

志夢　　高原小５年

　　　　　小野田　
みなと

湊仁　高原小５年

　　　　　中村　
こうき

光希

　　　　　長﨑　
いつき

一輝

◆第71回剣法発祥鵜戸山顕彰剣道大会（令和８年２月８日）

　【高学年団体戦】　優勝　中村　
こうき

光希　山口　
かいり

海莉　長﨑　
いつき

一輝

◆第60回座論梅剣道大会（令和８年２月１１日）

　【高学年団体戦】　優勝　中村　
こうき

光希　山口　
かいり

海莉　長﨑　
いつき

一輝

◆第63回県南地区小・中・高校新人剣道大会（令和８年２月１日）

　【５・６年個人戦】　

　　優勝　長﨑　
いつき

一輝　　高原小６年

　　２位　中村　
こうき

光希　　高原小６年

　【高学年団体戦】　

　　３位　山口　
かいり

海莉　　高原小６年

　　　　　前濱　
このむ

志夢　　高原小５年

　　　　　小野田　
みなと

湊仁　高原小５年

　　　　　中村　
こうき

光希

　　　　　長﨑　
いつき

一輝

◆第71回剣法発祥鵜戸山顕彰剣道大会（令和８年２月８日）

　【高学年団体戦】　優勝　中村　
こうき

光希　山口　
かいり

海莉　長﨑　
いつき

一輝

◆第60回座論梅剣道大会（令和８年２月１１日）

　【高学年団体戦】　優勝　中村　
こうき

光希　山口　
かいり

海莉　長﨑　
いつき

一輝

　 輝く成果！高原剣道スポーツ少年団、３大会で入賞の快挙

▲座論梅剣道大会の写真

高千穂峰高千穂峰二子石二子石

facebook

　暮らしに役立つ情報の他、観光、商工業などの

ルンルンと楽しくなるような高原町のスポッ

トや食べ物、イベントなども発信しています！

高原町のＳＮＳをぜひご覧ください！
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